
＜支援金の交付対象について＞

1
開設者が県や市町村の場合も対象となりま
すか。

対象となります。

2
休止中の施設等は交付の対象に含まれます
か。

令和８年４月１日時点で休止中の施設等は対象となりません。

3
近いうちに施設等を廃止する予定ですが、
交付の対象となりますか。

令和８年４月１日から令和８年７月３１日までに休止もしくは廃止予定の
施設等は対象となりません。

4
今後、開設予定の施設等も交付の対象とな
りますか。

令和８年４月１日時点で開設、運営していないものは対象となりません。

5
開設者が県外の法人でも交付の対象となり
ますか。

施設等の所在地が岐阜県内であれば対象となります。

＜他の支援金等との関係について＞

1
同じ建物内に医療機関がある場合、医療機
関と障害者施設でそれぞれ物価高騰対策支
援金を申請することはできますか。

同じ建物内に医療機関があり、岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金の交
付を受ける施設の病床に障害福祉サービスを実施する病床が含まれている
場合は障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金の対象外となりま
す。

2

同じ事業所で、介護サービスと併せて共生
型の障害福祉サービスを提供しています
が、介護保険サービス分と障害福祉サービ
ス分それぞれ対象となりますか。

同じ事業所で介護サービスと併せて障害福祉サービス（共生型サービス及
び訪問系サービス）を提供している場合は、介護分で申請してください。
障害分を重複しての申請はできません。
障害福祉サービスと併せて共生型の介護サービスを実施する場合は、障害
福祉サービス分として申請してください。

3

同様の趣旨の給付金を他団体(国、市町村
等）から受けている、又は受ける予定があ
るが、この支援金を受け取ることはできま
すか。

他団体からの同様の趣旨の給付金の受給（予定を含む）等の有無に関わら
ず、支援金を受け取ることが可能です。ただし、本支援金を受け取った場
合に他の給付金等を受けることができるか否かは、他の給付金等の支給要
件をご確認ください。

＜申請方法について＞

1
申請書はどのように提出したらよいです
か。

申請は原則オンライン申請フォームから行ってください。
オンライン申請フォームの利用ができないなどやむを得ない場合につきま
しては、郵送で提出してください。
※郵送の場合は、簡易書留等、追跡可能な方法としてください。
なお、申請書の持参による提出はできません。

2 申請の受付期間はいつまでですか。

申請の受付期間は、令和８年５月18日から令和８年６月17日までとしま
す。（郵送の場合、令和８年６月17日（水）当日消印有効）
多数の申請が予想されるため、可能な限り早めの申請にご協力をお願いい
たします。

3
複数の施設等を運営している場合、施設ご
との申請になりますか。それとも法人単位
での申請になりますか。

法人単位で申請ください。様式２に交付対象となるすべての施設等を記入
ください。

4
様式２の記載欄より施設等が多い場合はど
うしたらよいですか。

記載欄を追加した様式を送付しますので、事務局までご連絡ください。

5 申請書に押印は必要ですか。 申請書に押印は必要ありません。

6 ２回に分けて申請することはできますか。 重複申請を防ぐため、法人ごとに１回の申請としてください。

岐阜県障害福祉サービス事業所等物価費高騰対策支援金に関するＱ＆Ａ



7
インターネットバンキングを利用してお
り、通帳の写しを提出することができませ
んがどうしたらよいですか。

口座名義、口座番号等が確認できる画面のコピーや画像を提出してくださ
い。

8
振込先口座を複数にすることはできます
か。

振込先口座は１つのみです。

9
振込先口座の名義人は、申請者（法人）の
名義でなければいけませんか。

申請者（法人）の名義としてください。代表者や職員等の個人名義の口座
を振込先口座とすることはできません。

10

過去に県への口座登録（債権者登録）を
行っていますが、あらためて「振込先確認
書（様式３）」を提出する必要があります
か。

お手数ですが県への口座登録（債権者登録）の有無に関わらず、「振込先
確認書（様式３）」を提出してください。

11
要綱の別表２にある「その他申請において
必要と認められる書類」とは何ですか。

審査の過程で必要と認められる書類が発生した場合、別途提出をお願いす
ることがあります。

12
申請書類の控えは残しておいた方がよいで
すか。

事務局から確認や修正の連絡をした際に確認いただけるよう、提出した書
類につきましては、コピーや電子データなどにより控えを残してくださ
い。

13
同一法人が医療・介護事業を行っている場
合、申請はまとめて行なわければなりませ
んか。

「医療施設」「薬局」「高齢者福祉施設・事業所」「障害福祉施設・事業
所」の区分ごとに別々に申請してください。

1
食事の提供について、おやつのみを提供し
ている場合は、対象となりますか。

対象とはなりません。

2
食事の提供について、出前や市販の弁当を
購入して利用者に提供している場合、対象
となりますか。

対象とはなりません。

3
多機能型事業所で複数のサービスを提供し
ている場合、どのように申請したらよいで
すか。

原則、サービスごとにそれぞれ申請可能です。
なお、次のＱ＆Ａ４のとおり、対象とならない場合がございますので、確
認のうえ申請してください。

4

通所系事業所のうち、同一建物で、複数
サービスの指定を受けている場合（同法
人、同事業所、同住所）は、各々対象とな
るのか。

○サービスごとにそれぞれ申請可能
・サービスの実施場所がフロアごとでわかれている場合
・訓練作業室又は支援室をサービスごとに別の部屋を設けている場合
・訓練作業室又は支援室が一部屋であるが、固定されたパーティションで
明確に区切られている場合

○いずれか主たるサービスの申請可能
・訓練作業室又は支援室が同一の部屋である又は簡易パーティションで区
切られている場合

＜申請内容について＞



5

通所系事業所のうち、同一建物で、複数
サービスの指定を受けており、相談室や事
務室等を兼用している場合、対象となりま
すか。

訓練作業室又は支援室以外の設備を兼用していても、Ｑ＆Ａ４に従い申請
してください。

6
従たる事業所がある場合又は単位分けをし
ている場合は、様式２にどのように入力し
たらよいですか。

いずれもサービスごとでの取り扱いとなりますので、１つのサービスごと
に１つの入力となります。

7
定員区分を入力する場合、実際に入所して
いる人数と県に届け出ている定員のどちら
で考えればばよいですか。

県に届け出ている定員を入力してください。

8
共同生活援助で、１つの事業所で複数の建
物がある場合は、どのように入力すればよ
いですか

様式２には１事業所として入力してください。なお、定員区分は全ての住
居分を合計して入力してください。

＜支援金の交付等について＞

1 支援金の交付はいつ頃になりますか。 令和８年８月末までに指定いただいた口座に振込予定です。

2
支援金の交付が決定した旨の通知は届きま
すか。

交付が決定した旨の通知は行いません。申請内容に不備等がないことを確
認後、口座に振込を行います。

3 不交付となることはありますか。

申請書を提出いただいても、次の場合等は不交付となります。
・申請者が交付要綱で規定する対象事業者の要件を満たさな
　い場合
・申請者が交付要綱で規定する欠格事由に該当する場合
・申請書類に不備等があり、修正を依頼したにも関わらず、
　期日までに書類の修正等がない場合

4
申請書類が到着したかや審査状況等を確認
したいのですが、どうしたらよいですか。

オンライン申請フォームで申請いただいた場合は、申請フォームにて審査
状況を確認することができますので、そちらをご確認ください。
郵送で申請いただいた場合は、到着したかどうかは簡易書留等の追跡手段
にてご確認ください。審査の過程で、確認や補正をお願いする場合は、事
務局から連絡いたします。

いずれの場合も、多数の問い合わせが予想されることから、事務局への確
認はなるべくお控えください。

＜その他＞

1 実績の報告は必要ですか。 本支援金に係る実績の報告は不要です。

2 支援金の用途制限はありますか。
支援金は光熱費・食材料費の高騰分に活用されることを想定しています。
支援金の趣旨を踏まえ適切にご対応いただきますようお願いします。


